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行 方 市 民 憲 章

やさしい自然

かがやく人

わたしたちがつくる

魅力あるまち、行方市

　
 情報ひろば

行 方 市 の 人 口

総　数　36,952 人（- ８）

男　　18,359 人（- １）

女　　18,593 人（- ７）

世帯数　12,761 世帯（+16）

平成 27 年 7 月１日現在

※外国人住民を含む
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※行方市では、新たな自主財源の確保や地元商工業者などの活性化、市民生活情報の提供を目的に有料広告掲載の取り組みを行っています。

お盆期間中のごみの収集については次のとおりですので注意してください。

８月 13 日（木）
麻生地区の燃えるごみの収集日
※燃えるごみ以外は収集しません
美化センター休業日

８月 14 日（金）
玉造地区の燃えるごみの収集日
※燃えるごみ以外は収集しません
美化センター休業日

８月 15 日（土）
北浦地区の燃えるごみの収集日
※燃えるごみ以外は収集しません
美化センター休業日

※ ごみは収集日の朝８時までに集積所へ出してください。

※ お盆前後は美化センターが大変混み合います。美化センターへのごみ

の持ち込みは早めにお願いします。

8 月 13 日から 8月 15 日までのごみの収集について

　　　　【問い合わせ】
環境課（北浦庁舎）　　　　℡ 0291-35-2111
行方市環境美化センター　　℡ 0299-72-1853

真心込めた、自慢のお料理でおもてなし

お一人様 予算 ３，０００円～ 承ります

ニュー ますみ

宴会料理
ご婚礼・お子様の節句・祝い事の会合など
様々なご要望に対応

築地から仕入れる新鮮な魚介類を中心にした料理
◇大小九つの宴会場は約 300 名収容可能

◇無料マイクロバス送迎も要相談ご婚礼・ご宴会

●行方市芹沢 1790
●月曜日定休
　（祭日の場合は営業）

TEL0299-55-1550
http://new-masumi.com/ FAX0299-55-3073

市 役 所　 開 庁 時 間

平日（月曜～金曜）

午前８時３０分～午後５時１５分

※�休日窓口業務については、

お問い合わせください。

夏の漁師市　開催！
８月９日（日）

午前９時～午後１時頃まで

会場　道の駅「たまつくり」

漁業者の直売会です！ぜひお越しください。

【湖魚販売】
各種佃煮、煮干、甘露煮などの加工品やお惣菜！

※販売品については変更になる場合があります。

【問い合わせ】行方市漁業振興協議会事務局（農林水産課内）☎ ０２９１－３５－２１１１

【試　食】
ワカサギの唐揚や各種佃煮、煮干をご用意！

スマートフォンをお持ちの方は、

２次元コードから行方市公式ホー

ムページをご覧いただけます。

行方市公式ホームページ
閲覧用２次元コード
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ー　女性が変われば社会が変わる？　ー
茨城県厚生農業協同組合連合会　代表理事理事長　高橋　惠一

本市のまちづくりに協力していただいてい
る方・団体等に、話題を提供いただき、様々
な『男女共同参画』について、コラムを連
載いたします。市民の皆様の声もお寄せく
ださい。ご意見をお待ちしております。

男 女 共同参画って何！？

　現在、女性に求められている社会的役割は、大変大きく広範な分野に亘っています。

　労働力不足への期待、男性社会への新鮮な意見、少子化による人口減対策としての出生率向上、

国際比較での女性参画率向上などですが、少々皮肉って考えると、女性の負担増による、行き

詰まった男性社会の修正にしか見えません。したがって、相変わらず、家族の代表も、地域のリー

ダーも男女両方いれば男性。決定権は男性が手放そうとしません。「2
にいまるさんまる

030」も内容が大切です。

　医療の世界では、男性医師と看護婦が定番でしたが、現在は、看護の世界に男性看護師が増

えており、医師や薬剤師、検査技師なども女性が多くなり、数の上では、男女共同の状態に進

んでいます。茨城県厚生連では、医師に占める女性の割合は 19％、全職種の管理職に占める割

合は 36％です。勤務条件も、女性が働きやすくするため、24時間保育や育児期の柔軟な勤務

体制、男性職員の育児休業の設置などに取り組んでいます。

　女性の進出が影響を及ぼすためには、仕事や政治・経済に対する女性の意識の積極的改革を

必要とするのが「女性（おんな）が変われば社会が変わる」ですが、比喩的に言えば、「おとこ

が変われば家庭が変わる」も無いと、不公平な気がします。

　いわゆる「男は仕事、女は家庭」という言い方の中には、片方の負担が少ないという意識が

潜んでいます。家事や育児・介護を手伝うというと、結局、主体は女性です。一方、仕事の延

長での飲み会やゴルフは、男性の既得権です。職場の飲み会やゴルフにしても夫婦同伴が当た

り前という、西欧社会のようにならないのでしょうか。台所にも手伝うのではなく共同で立つ。

　家庭の在り方が変わるような男性の意識変革があってこそ、男女共同参画社会が成り立つの

だと思います。

　タイトルを、「女性も男性も変われば社会が変わる！」に書き直します。

なめがた地域総合病院の病棟で働く職員たち


